
「安全」と「安心」　　《　　　  》は皆様の信頼に堅実経営
                            でお応えします。

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債
　務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
　権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。
３．「要管理債権」とは、「３カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる
　債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。
５．「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上してい
　ます。

（注）
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要 管 理 債 権

合 計
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※上記開示債権について、担保・保証等による回収見込み額には決済確実な割引手形等を含めています。
　当金庫が引受けている保証付私募債の200百万円は、正常債権に含めています。

◎ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
　は41億47百万円です。うち担保・保証
　等で保全されている額は、21億95百万
　円です。残りの19億52百万円について
　は、全額個別引当処理をしています。

◎　危険債権は67億81百万円です。うち
　担保・保証等で保全されている額は、47
　億37百万円です。残る20億43百万円に
　対する貸倒引当金は、公認会計士協会の
　「貸倒引当金に関する実務指針」に基づい
　て算出した引当限度いっぱいの10億21
　百万円の貸倒引当処理をしています。

◎　要管理債権は4億95百万円です。うち
　担保・保証等で保全されている額は、85
　百万円です。残りの4億10百万円に対す
　る貸倒引当金は、公認会計士協会の「貸倒
　引当金に関する実務指針」に基づいて算
　出した引当限度いっぱいの56百万円の
　貸倒引当処理をしています。（一般貸倒引
　当金）
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◎当庫の平成20年9月末の自己資本比率

単体自己資本比率＝
基本的項目（Tier 1）30,969百万円＋補完的項目（Tier 2）298百万円

信用リスクアセット199,308百万円＋オペレーショナル・リスク17,652百万円
×100＝14.41％

国際基準
8％

15.79％

国内基準
4％

　自己資本は、お客様からお預りしている出資金と過去の事業年度に得られた利益により積み上げられた内部留  
　保金の合計額です。また、自己資本は、金庫が保有する潜在的な損失に対する備えでもあることから、自己資本
　の充実度を高め、適切な自己資本水準の維持に努める必要があります。

　自己資本比率は、総資産（貸出金、保有有価証券及び預け金など）とオペレーショナル・リスク相当額の合計額に
　対する自己資本の割合を示すもので、それが高いほど経営が安定していると判断されます。全ての金融機関は、
　自己資本比率を一定以上に保つことが義務付けられています。

　自己資本の額と自己資本比率は、ともに金庫経営の健全性と安全性を評価する重要な指標であり、それぞれの
　額と比率が大きいほど健全性・安全性が高いことになります。

　自己資本比率　～自己資本の充実の状況～

◎　金融機関の自己資本比率とは、総資産のうちのリスク・アセット（リスクを有する資産）に対して利益剰余金などの自己資本がどれく
　らいあるのかを示す指標で、金融機関の「健全性」を表すために最も広く用いられている指標です。
　　具体的には下記の算式により算出しています。

◎　当金庫の平成２０年９月期の自己資本比率については、本業における利益状況は比較的順調な 
　結果になったものの、株式市場の低迷に伴い保有有価証券の評価損を計上したことにより、分子
　である自己資本額が312億67百万円（前期比23億68百万円減少）となったため、前期比1.38ポイン
　トマイナスの14.41％となりました。

◎　自己資本比率は前期末に比べやや低下しましたが、依然、国内基準である4％を大幅に上回って
　おり、経営の健全性・安全性を十分保っております。これは、各資産を一分野に集中させることなく
　リスクの分散を図りながら、一貫して自己資本の充実と資産の健全化に努めてきた結果と評価し
　ております。今後も、引き続きリスク管理を経営上の最重要課題と位置づけ、健全性の確保と収益
　性の向上に努めてまいります。

国際基準
8％

国内基準
4％

平成20年9月
14.41％

　金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況

▲

項　　　　　　　目
（ 　 自 　 己 　 資 　 本 　 ）
出 資 金
資 本 準 備 金
利 益 準 備 金
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 金
そ の 他
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損
基 本 的 項 目 T i e r 1 （ Ａ ）
一 般 貸 倒 引 当 金
補 完 的 項 目 T i e r 2 （ Ｂ ）
自 己 資 本 総 額 ［ （ Ａ ）＋（ Ｂ ） ］（ Ｃ ）
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額

負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの
期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの

控 除 項 目 不 算 入 額
控 除 項 目 計 （ Ｄ ）
自 己 資 本 額 ［ （ Ｃ ） － （ Ｄ ） ］（ Ｅ ）
（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）
資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス 項 目 ）
オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 項 目
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 計 （ Ｆ ）
単 体 Ｔ ｉ ｅ ｒ １ 比 率 （ Ａ ／ Ｆ ）
単 体 自 己 資 本 比 率 （ Ｅ ／ Ｆ ）

平成20年9月平成20年3月

平成20年3月
リスク・アセット

(ⅰ)ソブリン向け
(ⅱ)金融機関向け
(ⅲ)法人等向け
(ⅳ)中小企業等・個人向け
(ⅴ)抵当権付住宅ローン
(ⅵ)不動産取得等事業向け
(ⅶ)３ヵ月以上延滞等
(ⅷ)出資等
(ⅸ)その他

②証券化エクスポージャー
ロ．オペレーショナル・リスク
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
①標準的手法が適用されるポートフォ
　リオごとのエクスポージャー

所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
平成20年9月

（注）
１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４%(自己資本比率規制における国内基準)
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内において
　ソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。
４．「抵当権付住宅ローン」とは、住宅ローンの中で代表的なものとして、抵当権が第１順位かつ担保評価額が十分満たされているものを指します。
５．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関向け」、「法人等向け」
　においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
６．上記の「その他」は、ポートフォリオごとの区分に分類することが困難なもので、主なものは仮払金、前払費用、固定資産、繰延税金資産等です。
７．オペレーショナル・リスクは、当金庫は「基礎的手法」を採用しています。

８．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

1,047
－

1,047
34,100
152
－

△3,026
33,319
316
316

33,635
2,473

－
2,000
△2,473

－
33,635

192,441
2,837
17,652
212,931
15.64％
15.79％

195,278

193,713

5,304
30,329
48,060
43,060
9,827
22,101
2,658
11,288
21,082
1,565
17,652
212,931

7,811

7,748

212
1,213
1,922
1,722
393
884
106
451
843
62
706

8,517

7,972

7,913

224
1,440
1,930
1,720
391
801
145
383
876
58
706

8,678


